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Yes
①税理士登録時研修を受講した
（税理士登録後1年以内に行われる研修で、

平成8年11月以降実施）

Yes

No

更新

No
東京税理士会租税教育推進部が

主催する講師養成研修会を受講した

No

②法律講座を受講した
（平成14年7月以降実施）

Yes

No

③租税に関する訴訟の補佐人制度に係る
大学院との提携研修を修了した

（平成14年度以降実施）

Yes

No

No ④上記①～③を履修していないが、
租税法や各税法など租税の講師経験があり、

支部長が適任者として推薦した

Yes

※支部長推薦の書式、手続等については、所属支部に
　 お問い合わせください。
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更
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。

Yes

税理士登録後１年を経過している

Yes

講師登録できない

No 即日、租税教育講師名簿に
登録され、講師として派遣が

できる講師名簿未登録。
税理士登録後1年を経過した
時点で、本会へ会員が連絡す
ることにより、租税教育講師
名簿に登録され、講師として

派遣ができる

１年ごとの更新


